
１．事業概要

（１）

① 施　設

法適(全部適用・一
部適用)非適の区分

犬山市下水道事業経営戦略

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（供用開始後年数）

※ 令 和 5 年 度 末 現 在

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

　愛知県犬山市

　犬山市下水道事業
　（公共下水道事業・農業集落排水事業）

　令和　７年　３月

　令和７(2025)年度 ～ 令和１６(2034)年度

※公共下水道事業については、「（雨水）」の表記がないものについては、汚水事業について記載している。

公共下水道事業
　　　　：平成元年度
　　　　（供用開始後35年）
農業集落排水事業
　　　　：平成13年度
　　　　（供用開始後23年）

一部適用
(平成31年4月1日適用)

計 画 期 間 ：

処理区域内人口密度

※ 令 和 5 年 度 末 現 在

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、
　　広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行
　　する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応
　　じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

流域下水道等への
接 続 の 有 無

処 理 区 数

広域化・共同化・最
適化実施状況*1

公共下水道事業
　　　　：45.4人/ha
農業集落排水事業
　　　　： 8.2人/ha

有（公共下水道事業）

公共下水道事業（汚水）：２処理区
　　　　　　　　　　　　　(五条川左岸流域下水道・五条川右岸流域下水道)
　　　　　　　（雨水）：４７排水区
農業集落排水事業　　　：１処理区(入鹿神尾地区)

公共下水道事業  ：な　し（流域下水道に接続のため）
　※流域下水道の処理施設は、五条川左岸浄化センター・五条川右岸浄化セン
    ターの２処理場
農業集落排水事業：１処理場（入鹿神尾地区浄化センター）

供用開始当初より流域下水道に接続しており、広域化は図れています。
また、愛知県の広域化・共同化計画に参画し、管きょ調査の共同化を実施してい
ます。
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② 使　用　料（１使用月につき、税抜き）

③ 組　織

都市整備部 下水道課

その他の使用料体系
の概要・考え方

※令和元年度末現在

　令和５年度　　1,610　円 　令和５年度　　2,023　円

庶務担当

計画・建設担当

排水設備担当

職 員 数

※令和6年4月1日現在

９名（正規職員８名・パートタイム会計年度任用職員１名）

事業運営組織

条例上の使用料*2
（ 20 ㎥ あ た り ）
※過去３年度分を記載

整備課

水道課

都市計画課

土木管理課

・公共下水道事業（雨水）実施

・使用料徴収事務委託

・処理場運転
　業務委託

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたものをいう。また、数値は、公共下水
  道、農業集落排水事業の平均値。

業務用使用料体系の
概要・考え方

実質的な使用料*3
（ 20 ㎥ あ た り ）
※過去３年度分を記載

・下水道事務
　委託

一般家庭用使用料体
系の概要・考え方

※令和5年度末現在

公共下水道事業・農業集落排水事業の２事業とも同一の使用料体系
　一般用

　基本使用料：550円（5㎥まで）
　超過使用料： 　  　5㎥を超え　　　　　10㎥まで　　 44円（1㎥につき）
　　　　　　　　  　10㎥を超え　      　20㎥まで　　 84円（1㎥につき）
　　　　　 　　   　20㎥を超え　　　　　30㎥まで　  104円（1㎥につき）
　　　　　　　　  　30㎥を超え　　　　 100㎥まで　  129円（1㎥につき）
　　　　　　　 　　100㎥を超え　　　　 500㎥まで　  154円（1㎥につき）
　　　　　　　 　　500㎥を超えるもの　　          　199円（1㎥につき）
 
　概　　　要：一般用と公衆浴場用の２つの用途別使用料を採用し、それぞれ
　　　　　　　基本使用料と超過使用料を設定し、超過使用料は逓増制を採用
　　　　　　　することにより、一般家庭用の使用料に配慮した使用料設定を
　　　　　　　しています。
　　　　　　　また、公衆浴場用については、公衆衛生上、利用者の過度の負
　　　　　　　担とならないよう配慮した使用料設定をしています。

　公衆浴場用

　基本使用料：385円（10㎥まで）
　超過使用料：　10㎥を超え    100㎥まで　 一般用で算定した額の２分の１
　　　　　　　 100㎥を超えるもの  　　　  一般用で算定した額の４分の１

　令和３年度　　1,610　円

　令和４年度　　1,610　円

　令和３年度　　2,045　円

　令和４年度　　2,050　円

　一般家庭用使用料体系と同じ
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（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

（４）下水道計画区域の見直しについて

　令和5年度に学識経験者や市民代表からなる審議会にて犬山市下水道事業における課題を整理し、国
や県の方針や下水道整備の期間及び費用等を踏まえて、未整備区域の計画区域について将来の在り方を
検討しました。
　その結果、市街化調整区域のうち具体的な整備計画がない区域を公共下水道計画区域から合併浄化槽
による処理区域に変更すべきとの答申を受け、下水道計画区域の変更を行いました。
　今回の経営戦略ではこれらを反映しています。

　別紙　検討当時の見直し前後の計画図を添付

 イ　土地・施設等利用
　　（未利用土地・施設の活
　　　用等）　*5

　　別紙　決算の経営比較分析表を添付

　－

　－

資 産 活 用 の 状 況

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる
　　取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純
　　な売却は除く）。

　－

　－

下水道事務（排水設備業務）・マンホールポンプ
保守点検業務及び入鹿神尾地区浄化センター運転
業務（農業集落排水事業）について、民間会社に
長期継続契約にて委託しています。
また、使用料の調定・徴収業務等について、水道
課を通して民間会社に長期継続契約にて委託して
います。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　（包括的民間委託を含
　　　む）

 イ　指定管理者制度

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

 ア　エネルギー利用
　　（下水熱・下水汚泥・発
　　　電等）　*4
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２．将来の事業環境

（１）接続人口の予測

１）行政区域内人口の予測
　犬山市では、令和4年10月に「犬山市人口ビジョン」を改訂し、国立社会保障・人口問題研究所と犬
山市独自設定の将来人口推計が示されています。
　本経営戦略では、犬山市が目指すべき将来展望としての推計である犬山市人口ビジョン将来人口推計
を採用します。

２）接続人口の予測
　接続人口は、下水道整備に伴う増加を見込んでいます。令和７年度には右岸処理区の坂下・上坂地区
の下水道整備が完了予定であり、令和10年度には前原台団地の下水道一斉切替えを予定しているため、
1,000人程度増加する見込みです。
 農業集落排水事業は整備完了し、接続率も93％と高いが、区域の拡大がないため、今後は接続人口が
減少する見込みです。その減少度合については、犬山市人口ビジョンの予測値を考慮しています。
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（２）有収水量の予測

（３）使用料収入の見通し

　有収水量は前述の「接続人口と事業ごとの一人当たりの年間有収水量」により推計しています。な
お、一人当たりの年間有収水量は過去の実績から公共下水道事業は減少傾向を見込み、農業集落排水事
業は横ばい傾向を見込んでいます。そのため、年間有収水量は下水道事業では令和10年度以降は減少傾
向で推移し、農業集落排水事業はほぼ横ばいで推移すると予想されます。

　使用料収入の予測にあたっては、「有収水量×平均使用料単価」により算出しています。
　有収水量は下水道事業では令和10年度以降は減少傾向で推移し、農業集落排水事業はほぼ横ばいで推
移しているため、使用料収入も同様の傾向となりますが、令和８年度以降は使用料改定によって使用料
が増加する見込みです。
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（４）施設の見通し

（５）組織の見通し

　公共下水道事業では、耐用年数50年を超えた管きょが現時点で一部存在しています。また、既存団地
より移管を受けた管きょの一部には耐用年数に近づくものが存在します。そのため、ストックマネジメ
ント計画※1に基づき、管きょの改築・更新を計画的に進めています。
　農業集落排水事業では、施設整備が完了しているため、管きょの新規布設等、大規模な建設費が発生
することは見込まれません。一方、今後、処理場及び管きょの修繕や更新が見込まれるため、最適化構
想※2などに基づき、改築・更新を計画的に進めています。

　水道部・都市整備部の統合、排水設備業務の民間委託等、組織・業務の合理化を図ってきました。今
後も市民の公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全を図るため、事務・技術系職員の適切な配置体制に
て業務を実施していきます。

※1：ストックマネジメント計画とは、長期的な視点で下水道施設全体の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位付け
を行い、施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした管理を最適化することを目的して策定した
計画

※2：最適整備構想とは、ストックマネジメントの観点から農業集落施設の適切な機能保全とライフサイクルコスト
の低減を図ることを目的として策定した計画
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３．経営の基本方針

【公共下水道事業】
　　都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、
　昭和57年より事業着手し、平成元年から供用を開始しています。今後の事業運営については、以
　下の基本方針により進めていきます。

　①公共下水道の整備及び接続促進
　　　公共下水道の整備は、市街化区域及び前原台団地について計画的に進めていきます。
　　　未接続世帯への個別訪問や啓発文書の送付等を行い、接続の促進を図っていきます。
　　　なお、雨水対策事業については、五ヶ村排水区及び五郎丸第二排水区について雨水整備を
　　　計画的に進めていきます。

　②公共下水道施設の維持管理
　　　公共下水道施設の維持管理を計画的に進めていきます。

　③事業運営の健全化
　　　不明水（浸入水）の割合が増加傾向であるため、削減に取り組み、効率的な事業運営
　　　に努めます。

【農業集落排水事業】
　　農業集落における農業用排水の水質保全及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水
　質保全に寄与するため、平成８年より事業着手し、平成13年から供用を開始しています。今後の
　事業運営については、以下の基本方針により進めていきます。

　①農業集落排水施設の維持管理
　　　農業集落排水施設の維持管理を計画的に進めていきます。

　②事業運営の健全化
　　　不明水（浸入水）の割合が増加傾向であるため、削減に取り組み、効率的な事業運営
　　　に努めます。
　　　将来の公共下水道への編入について、今後検討していきます。
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４．投資・財政計画（収支計画）

目　標

【公共下水道事業】
　管きょ整備については、市街化区域及び前原台団地について着実な実施を目指します。
　管きょの維持管理について、適正な実施を目指します。
　令和16年度までに不明水率20％を目標とします。

【公共下水道事業（雨水）】
　雨水対策事業については、五ヶ村排水区及び五郎丸第二排水区の整備の着実な実施を
　目指します。

【農業集落排水事業】
　処理場及び管きょの維持管理について、適正な実施を目指します。

【公共下水道事業】
　・五条川右岸処理区の坂下・上坂地区管きょ整備については、令和７年度の完了を目標としていま
　　す。
　・五条川左岸処理区の前原台団地管きょ整備については、令和９年度の完了を目標としています。
　・令和５年度の下水道計画区域の見直しで未整備区域約340haを削除しており、その効果として削減
　　できた費用を改築工事に充てることで令和10年度以降に不明水対策として従来以上に改築工事
　　を促進して不明水の削減を図り、不明水率を令和５年度末の36％から令和16年度末で20％まで
　　向上する目標とします。
　・管きょの維持管理については、ストックマネジメント計画に基づく更生工事による長寿命化及
　　び老朽化による更新の両面にて、進めていきます。

【公共下水道事業（雨水）】
　・令和２年度に五ヶ村排水区の事業計画を作成し、雨水対策事業を実施します。工事着手は令和４
　　年度より実施しており、令和13年度の完了を目標としています。
　・令和６年度に五郎丸第二排水区の事業計画を作成し、雨水対策事業を実施します。工事着手は令
　　和９年度を予定しており、令和14年度の完了を目標としています。

【農業集落排水事業】
　・処理場及び管きょの維持管理については、最適化構想等に基づき、修繕や更新をしていきます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

（１）投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり

①収支計画のうち投資についての説明

項目
令和5年度

（実績）
令和11年度 令和16年度

不明水率
（％）

36 33 20
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・施設の動力費や委託費などの維持管理費については、近年の物価の上昇傾向を踏まえて、計画期間
　については物価上昇率を見込みました。
・職員給与費については、大きな増減はないものと考えています。
・減価償却費については、整備に比例した増加を見込んでいます。
・企業債償還金については、借入額の大きな企業債の完済等により減少する見込みです。
・支払利息については、借入金利の上昇傾向により増加していく見込みです。

目　標

【公共下水道事業】
　・令和11年度末に経費回収率100％の達成を目標とします。
　・令和16年度末までに接続率96％達成を目標とします。

※経費回収率については、人口減少や物価上昇等の影響により減少傾向にありますが、
　目指すべき値として経費回収率100％に近づけるように努めます。

②収支計画のうち財源についての説明

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

・下水道接続のPRを継続して実施し、本経営戦略では令和5年度末の87％から令和16年度末で96％の
　接続率の向上を目標とします。
・主な財源としては、使用料・企業債・負担金・補助金及び一般会計からの繰入金です。
・下水道使用料については、令和８年度及び令和11年度での改定を予定し、経費回収率100％の達成
  を目標とします。
　人口減少や物価上昇の影響で経費回収率は減少傾向にありますが、目指すべき値として経費回収率
　100％に近づけるように努めます。
・企業債発行については、事業の進捗等を見極め、将来負担が過大にならないよう、バランスのとれ
　た借り入れを行っていきます。
・負担金については、受益者負担金等の収入を見込んでいます。
・一般会計からの繰入金については、財政部局との調整を行い、今後も必要に応じ一般会計からの繰
　り入れを受けていきます。

項目
令和5年度

（実績）
令和11年度 令和16年度

経費回収率※
（％）

68 100 100

接続率
（％）

87 93 96
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職員給与費に関する事項

動力費に関する事項

薬品費に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

　③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定

管理者制度、PPP/PFIなど）

マンホールポンプの基数が増加する予定のため、動力費は今後
増加となる見込みです。

　－

職員給与費の大きな増減はないものと見込まれます。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

【公共下水道事業】
供用開始当初より流域下水道に接続しており、広域化は図れて
います。
また、愛知県の広域化・共同化計画に参画し、管きょ調査の共
同化を実施しています。
【農業集落排水事業】
将来の公共下水道への編入について、今後検討していきます。

　－

　①　今後の投資についての考え方・検討状況

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

使用料の見直しに関する事項

　②　今後の財源についての考え方・検討状況

将来的には、老朽化した管路の増加や、職員数の減少等により
適切な維持管理や更新が困難になるおそれがあります。
そのため、民間事業者のノウハウを生かし効率的な業務を行っ
ていくため、今後、ウォーターPPP※等の民間活用の導入に向け
て検討を行います。

　－

下水道使用料の見直しについて、５年に１度の周期で、定期的
な検証・見直しを行う方針とします。
今回の経営戦略においては、令和８年度に改定率２５％、令和
１１年度に改定率さらに２５％（累計５０％）の使用料改定を
行う計画としました。

下水道施設を利用した新たな財源確保の取り組みとしてマン
ホール広告事業を実施しています。
その他下水道事業の保有資産の有効活用を検討します。

　－

現在、下水道事務・マンホールポンプ保守点検業務・処理場の
運転業務委託等を実施しております。また、水道課を通して使
用料調定・収納業務等を委託しており、民間の活力を活用し、
経済的な事業経営を行っています。

※ウォーターPPPとは、水道、下水道、工業用水道において、コンセッション事業へ段階的に移行するための官民連
携方式を「管理・更新一体マネジメント方式」として新設。コンセッション事業と併せて「ウォーターPPP」と定義
されている。
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経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

毎年度の決算後に実績との比較を行い、実態と大きく乖離する場合
は、その原因を分析します。また、５年ごとの中期スパンで経営分析
等の再検討を行い、必要がある場合は計画の見直しを行います。

修繕費に関する事項

委託費に関する事項

その他の取組

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

必要な修繕は実施しつつ、ストックマネジメント計画等により
リスク管理や修繕費の平準化を図っていきます。

長期継続契約等を活用し、委託費の削減を図っていきます。

　－
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5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度

そ
の

他

収
入

計

そ
の

他

そ
の

他

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用

材
料

費

経
費

動
力

費

修
繕

費

支
払

利
息

職
員

給
与

費

基
本

給

退
職

給
付

費

そ
の

他

補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

営
業

費
用

流
動

負
債

支
出

計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入 収 益 的 支 出

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金

う
ち

未
払

金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）
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様
式
第
2号
（
法
適
用
企
業
・
資
本
的
収
支
）

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（公
共

下
水

道
事

業
）

（
単

位
：千

円
 税

込
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込

１
．

67
5,

40
0

1,
24

3,
40

0
78

2,
40

0
82

0,
70

0
53

5,
30

0
72

1,
8
00

74
7,

80
0

79
7,

5
00

86
3,

80
0

70
5,

8
00

65
4,

30
0

63
3,

30
0

２
．

37
5,

27
3

30
7,

08
4

35
0,

00
0

35
0,

00
0

35
0,

00
0

35
0,

0
00

35
0,

00
0

35
0,

0
00

35
0,

00
0

35
0,

0
00

35
0,

00
0

35
0,

00
0

３
．

82
,3

47
90

,4
28

10
5,

01
7

11
7,

73
5

10
2,

39
2

93
,1

20
7
0,

87
7

55
,1

56
5
8,

93
6

75
,1

20
6
8,

33
9

69
,9

75

４
．

５
．

６
．

26
0,

96
0

42
1,

34
0

26
5,

02
0

32
2,

10
0

20
3,

50
0

12
3,

5
00

12
9,

50
0

17
6,

0
00

21
3,

00
0

41
,5

00
3
4,

00
0

10
,0

00

７
．

８
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

９
．

32
,1

14
27

,0
03

62
,5

00
17

,9
00

24
,0

00
5,

3
33

5,
33

3
5,

3
33

5,
33

3
10

,6
67

1
0,

66
7

10
,6

67

(A
)

1,
4
26

,0
94

2
,0

89
,2

55
1,

56
4,

93
7

1
,6

28
,4

35
1,

21
5,

19
2

1
,2

93
,7

53
1,

30
3,

5
10

1,
38

3,
98

9
1,

49
1,

0
69

1,
18

3,
08

7
1,

11
7,

3
06

1,
07

3
,9

42

(B
)

(C
)

1
,4

26
,0

94
2,

08
9,

25
5

1
,5

64
,9

37
1,

62
8,

43
5

1
,2

15
,1

92
1,

29
3,

7
53

1
,3

03
,5

10
1,

38
3,

9
89

1,
49

1,
06

9
1,

18
3,

0
87

1,
11

7,
30

6
1,

07
3,

9
42

１
．

1
,0

30
,7

61
1,

81
9,

55
6

1
,1

48
,1

28
1,

25
7,

65
8

82
9,

39
8

94
8,

9
48

96
9,

94
8

1,
07

1,
9
48

1,
16

8,
44

8
84

8,
9
48

78
7,

94
8

72
9,

93
8

15
,9

81
16

,1
61

16
,1

61
16

,1
61

1
6,

16
1

16
,1

61
1
6,

16
1

16
,1

61
1
6,

16
1

16
,1

61
1
6,

16
1

16
,1

61

２
．

77
3,

73
6

73
8,

73
2

70
1,

53
1

69
5,

85
9

60
8,

59
7

56
0,

2
36

48
7,

26
1

42
3,

2
57

40
8,

56
9

39
8,

1
59

40
3,

05
1

40
4,

55
3

３
．

４
．

５
．

(D
)

1,
8
04

,4
97

2
,5

58
,2

88
1,

84
9,

65
9

1
,9

53
,5

17
1,

43
7,

99
5

1
,5

09
,1

84
1,

45
7,

2
09

1,
49

5,
20

5
1,

57
7,

0
17

1,
24

7,
10

7
1,

19
0,

9
99

1,
13

4
,4

91

(E
)

37
8,

40
3

46
9,

03
3

28
4,

72
2

32
5,

08
2

22
2,

80
3

21
5,

4
31

15
3,

69
9

11
1,

2
16

8
5,

94
8

64
,0

20
7
3,

69
3

60
,5

49

１
．

37
8,

40
3

46
9,

03
3

28
4,

72
2

32
5,

08
2

22
2,

80
3

21
5,

4
31

15
3,

69
9

11
1,

2
16

8
5,

94
8

64
,0

20
7
3,

69
3

60
,5

49

２
．

３
．

４
．

(F
)

3
78

,4
03

46
9,

03
3

28
4,

72
2

32
5,

08
2

22
2,

80
3

21
5,

43
1

15
3,

6
99

11
1,

21
6

85
,9

48
6
4,

02
0

73
,6

93
60

,5
49

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

(H
)

6,
0
89

,7
84

6
,5

94
,4

52
6,

67
5,

32
3

6
,8

00
,1

65
6,

72
6,

87
0

6
,8

88
,4

35
7,

14
8,

9
76

7,
52

3,
22

0
7,

97
8,

4
52

8,
28

6,
09

3
8,

53
7,

3
44

8,
76

6
,0

93

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込

47
2,

80
9

49
2,

52
1

51
3,

82
8

36
4,

26
3

38
6,

98
6

40
3,

60
4

28
6,

3
06

30
5,

70
0

33
0,

66
7

35
5,

54
3

38
2,

16
1

39
6
,9

72

21
0,

51
5

24
2,

17
0

26
1,

39
2

26
9,

28
8

28
7,

52
9

29
6,

66
4

28
6,

3
06

30
5,

70
0

33
0,

66
7

35
4,

57
3

37
4,

86
3

38
3
,3

93

26
2,

29
4

25
0,

35
1

25
2,

43
6

9
4,

97
5

99
,4

57
10

6,
94

0
0

0
0

97
0

7,
29

8
13

,5
79

45
7,

62
0

39
7,

51
2

45
5,

01
7

46
7,

73
5

45
2,

39
2

44
3,

12
0

42
0,

8
77

40
5,

15
6

40
8,

93
6

42
5,

12
0

41
8,

33
9

41
9
,9

75

82
,3

47
90

,4
28

10
5,

01
7

11
7,

73
5

10
2,

39
2

93
,1

20
7
0,

87
7

55
,1

56
5
8,

93
6

75
,1

20
6
8,

33
9

69
,9

75

37
5,

27
3

30
7,

08
4

35
0,

00
0

35
0,

00
0

35
0,

00
0

35
0,

00
0

35
0,

0
00

35
0,

00
0

35
0,

00
0

35
0,

00
0

35
0,

00
0

35
0
,0

00

93
0,

42
9

89
0,

03
3

96
8,

84
5

83
1,

99
8

83
9,

37
8

84
6,

72
4

70
7,

1
83

71
0,

85
6

73
9,

60
3

78
0,

66
3

80
0,

50
0

81
6
,9

47

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

令
和

1
6年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

令
和

13
年

度
令

和
14

年
度

資
本

的
収

支
分

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

12
年

度
令

和
8年

度
令

和
7年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

1
5年

度

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

そ
の

他

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

令
和

13
年

度
令

和
14

年
度

令
和

1
5年

度

他
会

計
負

担
金

令
和

1
6年

度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

令
和

7年
度

令
和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

12
年

度
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様
式
第
2号
（
法
適
用
企
業
・
収
益
的
収
支
）

投
資

・財
政

計
画

（
収

支
計

画
）

（
農

業
集

落
排

水
事

業
）

（
単

位
：
千

円
 税

抜
）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

前
年

度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

決
算

見
込

１
．

(A
)

1
6
,3

5
0

1
9
,6

5
9

2
0
,1

8
3

2
1
,8

1
4

2
1
,9

6
4

2
2
,1

1
9

2
3
,5

1
9

2
3
,7

2
2

2
3
,9

2
8

2
4
,1

3
4

2
4
,3

2
7

2
4
,5

2
2

(1
)

4
,6

5
8

5
,2

2
5

4
,5

2
6

6
,0

5
5

6
,1

3
4

6
,2

1
3

7
,5

3
3

7
,6

5
8

7
,7

8
5

7
,9

1
1

8
,0

4
1

8
,1

7
0

(2
)

(B
)

(3
)

1
1
,6

9
2

1
4
,4

3
4

1
5
,6

5
7

1
5
,7

5
9

1
5
,8

3
0

1
5
,9

0
6

1
5
,9

8
6

1
6
,0

6
4

1
6
,1

4
3

1
6
,2

2
3

1
6
,2

8
6

1
6
,3

5
2

２
．

5
3
,7

7
1

5
5
,0

6
5

5
2
,9

5
5

5
2
,2

0
6

5
2
,8

6
5

5
3
,4

7
4

5
2
,8

4
2

5
3
,4

9
6

5
4
,0

9
0

5
4
,9

0
4

5
5
,4

9
3

5
6
,0

7
1

(1
)

3
4
,4

9
8

3
5
,3

5
5

3
2
,8

7
9

3
1
,8

2
9

3
2
,1

8
8

3
2
,4

4
3

3
1
,4

5
6

3
1
,8

0
1

3
2
,1

7
2

3
2
,6

4
9

3
2
,8

8
3

3
3
,1

0
7

3
4
,4

9
8

3
5
,3

5
5

3
2
,8

7
9

3
1
,8

2
9

3
2
,1

8
8

3
2
,4

4
3

3
1
,4

5
6

3
1
,8

0
1

3
2
,1

7
2

3
2
,6

4
9

3
2
,8

8
3

3
3
,1

0
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)

1
9
,2

7
3

1
9
,7

1
0

2
0
,0

7
6

2
0
,3

7
7

2
0
,6

7
7

2
1
,0

3
1

2
1
,3

8
6

2
1
,6

9
5

2
1
,9

1
8

2
2
,2

5
5

2
2
,6

1
0

2
2
,9

6
4

(3
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(C
)

7
0
,1

2
1

7
4
,7

2
4

7
3
,1

3
8

7
4
,0

2
0

7
4
,8

2
9

7
5
,5

9
3

7
6
,3

6
1

7
7
,2

1
8

7
8
,0

1
8

7
9
,0

3
8

7
9
,8

2
0

8
0
,5

9
3

１
．

5
8
,9

1
7

7
0
,5

8
6

7
1
,4

4
2

7
2
,3

9
8

7
3
,2

6
2

7
4
,1

2
4

7
4
,9

4
4

7
5
,7

5
7

7
6
,4

1
5

7
7
,2

6
8

7
8
,0

8
9

7
8
,9

2
0

(1
)

1
8
,6

7
2

1
9
,0

6
7

1
9
,0

6
7

1
9
,0

6
7

1
9
,0

6
7

1
9
,0

6
7

1
9
,0

6
7

1
9
,0

6
7

1
9
,0

6
7

1
9
,0

6
7

1
9
,0

6
7

1
9
,0

6
7

8
,9

3
3

9
,0

2
1

9
,0

2
1

9
,0

2
1

9
,0

2
1

9
,0

2
1

9
,0

2
1

9
,0

2
1

9
,0

2
1

9
,0

2
1

9
,0

2
1

9
,0

2
1

9
,7

3
9

1
0
,0

4
6

1
0
,0

4
6

1
0
,0

4
6

1
0
,0

4
6

1
0
,0

4
6

1
0
,0

4
6

1
0
,0

4
6

1
0
,0

4
6

1
0
,0

4
6

1
0
,0

4
6

1
0
,0

4
6

(2
)

1
7
,3

6
1

2
8
,0

3
3

2
8
,3

7
9

2
8
,6

8
8

2
8
,9

0
4

2
9
,1

3
6

2
9
,3

7
7

2
9
,6

1
5

2
9
,8

5
3

3
0
,0

9
6

3
0
,2

8
7

3
0
,4

8
7

4
,3

8
8

7
,5

7
7

7
,6

8
8

7
,7

6
9

7
,8

2
8

7
,8

8
7

7
,9

5
4

8
,0

2
0

8
,0

8
6

8
,1

5
4

8
,2

2
0

8
,2

8
7

5
,0

9
2

1
0
,4

9
8

1
0
,6

5
2

1
0
,7

6
5

1
0
,8

4
7

1
0
,9

2
8

1
1
,0

2
1

1
1
,1

1
3

1
1
,2

0
4

1
1
,2

9
7

1
1
,3

8
9

1
1
,4

8
1

7
,8

8
1

9
,9

5
8

1
0
,0

3
9

1
0
,1

5
4

1
0
,2

2
9

1
0
,3

2
1

1
0
,4

0
2

1
0
,4

8
2

1
0
,5

6
3

1
0
,6

4
5

1
0
,6

7
8

1
0
,7

1
9

(3
)

2
2
,8

8
4

2
3
,4

8
6

2
3
,9

9
6

2
4
,6

4
3

2
5
,2

9
1

2
5
,9

2
1

2
6
,5

0
0

2
7
,0

7
5

2
7
,4

9
5

2
8
,1

0
5

2
8
,7

3
5

2
9
,3

6
6

２
．

3
,0

6
7

3
,1

1
3

1
,6

9
6

1
,6

2
2

1
,5

6
7

1
,4

6
9

1
,4

1
7

1
,4

6
1

1
,6

0
3

1
,7

7
0

1
,7

3
1

1
,6

7
3

(1
)

2
,1

7
3

2
,1

1
2

1
,6

9
5

1
,6

2
1

1
,5

6
6

1
,4

6
8

1
,4

1
6

1
,4

6
0

1
,6

0
2

1
,7

6
9

1
,7

3
0

1
,6

7
2

(2
)

8
9
4

1
,0

0
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

(D
)

6
1
,9

8
4

7
3
,6

9
9

7
3
,1

3
8

7
4
,0

2
0

7
4
,8

2
9

7
5
,5

9
3

7
6
,3

6
1

7
7
,2

1
8

7
8
,0

1
8

7
9
,0

3
8

7
9
,8

2
0

8
0
,5

9
3

(E
)

8
,1

3
7

1
,0

2
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(F
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
,1

3
7

1
,0

2
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(I
)

3
,6

1
1

3
,7

7
6

3
,9

2
0

4
,1

3
2

4
,3

0
7

4
,1

6
0

4
,3

1
2

4
,5

0
8

4
,6

4
1

4
,8

4
8

5
,0

1
9

4
,9

6
9

(J
)

3
3
,8

0
4

4
1
,4

8
9

5
3
,0

8
1

6
4
,8

7
0

7
6
,8

3
4

8
8
,6

6
7

1
0
0
,6

1
6

1
1
2
,6

2
6

1
2
4
,6

3
3

1
3
3
,7

0
8

1
4
2
,4

7
5

1
5
1
,3

0
0

5
6

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

(K
)

2
5
,5

6
9

2
7
,4

3
6

2
7
,5

0
2

2
5
,9

0
9

2
2
,8

5
2

1
9
,7

2
8

1
3
,2

9
8

1
0
,6

6
4

1
1
,1

0
3

1
1
,5

4
8

1
1
,5

7
1

1
0
,4

6
6

1
9
,3

5
2

1
9
,7

4
4

1
9
,8

5
3

1
8
,2

4
7

1
5
,1

9
0

1
2
,0

5
0

5
,6

2
0

2
,9

8
6

3
,4

2
5

3
,8

7
0

3
,9

2
8

2
,8

5
6

6
,2

1
7

7
,6

9
2

7
,6

4
9

7
,6

6
2

7
,6

6
2

7
,6

7
8

7
,6

7
8

7
,6

7
8

7
,6

7
8

7
,6

7
8

7
,6

4
3

7
,6

1
0

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

1
6
,3

5
0

1
9
,6

5
9

2
0
,1

8
3

2
1
,8

1
4

2
1
,9

6
4

2
2
,1

1
9

2
3
,5

1
9

2
3
,7

2
2

2
3
,9

2
8

2
4
,1

3
4

2
4
,3

2
7

2
4
,5

2
2

(N
)

(O
)

(P
)

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

7
年

度

営
業

収
益

令
和

8
年

度
令

和
1
3
年

度
令

和
1
4
年

度
令

和
1
5
年

度
令

和
1
6
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度

そ
の

他

収
入

計

そ
の

他

材
料

費

そ
の

他

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用

経
費

動
力

費

修
繕

費

支
払

利
息

職
員

給
与

費

基
本

給

退
職

給
付

費

そ
の

他

補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

営
業

費
用

流
動

負
債

支
出

計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入 収 益 的 支 出

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金

う
ち

未
払

金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）
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様
式
第
2号
（
法
適
用
企
業
・
資
本
的
収
支
）

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（農
業

集
落

排
水

事
業

）
（
単

位
：千

円
 税

込
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込

１
．

9,
20

0
9,

40
0

20
,9

00
20

,9
00

14
,2

00
14

,2
00

1
4,

20
0

14
,2

00
1
4,

20
0

13
,5

00
1
3,

50
0

13
,5

00

２
．

18
,9

87
19

,3
53

18
,4

24
18

,6
87

19
,4

33
13

,1
00

1
2,

73
6

3,
0
40

3,
20

9
6,

0
75

6,
24

5
5,

82
6

３
．

4,
76

6
5,

65
5

4,
00

0
4,

00
0

4,
00

0
4,

0
00

4,
00

0
4,

0
00

4,
00

0
4,

0
00

4,
00

0
4,

00
0

４
．

５
．

６
．

10
,7

91
10

,0
00

12
,5

00
12

,5
00

15
,5

00
15

,5
00

1
5,

50
0

15
,5

00
1
5,

50
0

15
,5

00
1
5,

50
0

15
,7

00

７
．

８
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

９
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(A
)

43
,7

44
44

,4
08

5
5,

82
4

56
,0

87
53

,1
33

46
,8

00
46

,4
36

3
6,

74
0

36
,9

09
3
9,

07
5

39
,2

45
39

,0
26

(B
)

(C
)

43
,7

44
4
4,

40
8

55
,8

24
5
6,

08
7

53
,1

33
4
6,

8
00

46
,4

36
36

,7
40

36
,9

09
39

,0
75

3
9,

24
5

39
,0

26

１
．

26
,9

19
28

,8
33

40
,0

00
40

,5
00

39
,5

00
36

,5
00

3
9,

50
0

36
,5

00
3
9,

50
0

41
,5

00
4
1,

50
0

41
,5

00

２
．

18
,9

86
19

,3
53

19
,7

44
19

,8
53

18
,2

47
15

,1
90

1
2,

05
0

5,
6
20

2,
98

6
3,

4
25

3,
87

0
3,

92
8

３
．

４
．

５
．

(D
)

45
,9

05
48

,1
86

5
9,

74
4

60
,3

53
57

,7
47

51
,6

90
51

,5
50

4
2,

12
0

42
,4

86
4
4,

92
5

45
,3

70
45

,4
28

(E
)

2,
16

1
3,

77
8

3,
92

0
4,

26
6

4,
61

4
4,

8
90

5,
11

4
5,

3
80

5,
57

7
5,

8
50

6,
12

5
6,

4
02

１
．

2,
16

1
3,

77
8

3,
92

0
4,

26
6

4,
61

4
4,

8
90

5,
11

4
5,

3
80

5,
57

7
5,

8
50

6,
12

5
6,

40
2

２
．

３
．

４
．

(F
)

2,
16

1
3,

77
8

3,
92

0
4,

26
6

4,
61

4
4,

89
0

5,
1
14

5,
38

0
5,

5
77

5,
85

0
6,

1
25

6
,4

02

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

(H
)

1
10

,9
70

10
1,

01
7

10
2,

17
4

10
3,

22
1

99
,1

75
98

,1
86

10
0,

3
36

10
8,

91
7

12
0,

1
31

13
0,

20
6

13
9,

8
36

14
9
,4

08

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込

34
,4

98
35

,3
55

32
,8

79
31

,8
29

3
2,

18
8

32
,4

43
3
1,

45
6

31
,8

01
3
2,

17
2

32
,6

49
3
2,

88
3

33
,1

07

7,
53

7
7,

75
9

7,
48

6
7,

75
8

8,
05

1
8,

2
29

8,
40

1
8,

7
11

9,
05

0
9,

4
90

9,
72

6
9,

94
5

26
,9

61
27

,5
96

25
,3

93
24

,0
71

2
4,

13
7

24
,2

14
2
3,

05
5

23
,0

90
2
3,

12
2

23
,1

59
2
3,

15
7

23
,1

62

23
,7

53
25

,0
08

22
,4

24
22

,6
87

2
3,

43
3

17
,1

00
1
6,

73
6

7,
0
40

7,
20

9
10

,0
75

1
0,

24
5

9,
82

6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23
,7

53
25

,0
08

22
,4

24
22

,6
87

2
3,

43
3

17
,1

00
1
6,

73
6

7,
0
40

7,
20

9
10

,0
75

1
0,

24
5

9,
82

6

58
,2

51
60

,3
63

55
,3

03
54

,5
16

5
5,

62
1

49
,5

43
4
8,

19
2

38
,8

41
3
9,

38
1

42
,7

24
4
3,

12
8

42
,9

33

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

令
和

1
6年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

令
和

13
年

度
令

和
14

年
度

資
本

的
収

支
分

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

12
年

度
令

和
8年

度
令

和
7年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

1
5年

度

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

そ
の

他

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

令
和

13
年

度
令

和
14

年
度

令
和

1
5年

度
令

和
16

年
度

企
業

債

令
和

7年
度

令
和

8年
度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

12
年

度
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